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随意契約理由書 

 

１ 事業名称 

令和５年度天下茶屋駅周辺地域のまちづくり検討調査業務委託 

 

２ 契約相手方 

  株式会社地域計画建築研究所 大阪事務所 

大阪事務所長 岡本 壮平 

 

３ 随意契約理由 

本業務については、天下茶屋駅周辺において、若者や子育て世帯が住みやすい環境を整える

ためのまちづくりの詳細な分析や調査を行う必要があるものであり、委託業者の選定にあたっ

ては、まちづくり等に知見のある事業者が持つ経験、ノウハウに基づいた企画を公募すること

で、より実態に即した事業の効果が得られるものと期待され企画競争（プロポーザル方式）を

採用した。 

令和５年 10 月 13 日に実施した、令和５年度天下茶屋駅周辺地域のまちづくり検討調査業

務委託事業者選定会議の結果、上記事業者を委託候補事業者と決定したため、地方自治施行令

第 167条の２第１項第２号の規定に基づき、当該事業者と特名随意契約を行う。 

 

 

４ 担当部署 

  西成区役所 総合企画課 （電話番号 06-6659-9684） 


